
庁 議
日時： ６月２４日（木）AM８：３０ ＜庁議室＞

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【市長挨拶】

【協議事項】

１ 損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 消防長

２ 太田市駐車場条例の一部改正について 市民生活部長

【連絡事項】

１ 投票所の統廃合及び投票所の変更について 総務部長

【その他】

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

◆ 次回庁議予定 ◆ ７月７日（水）ＡＭ８：３０～ ＜庁議室＞ 案件名報告：６月２５日 (金)PM5:00
資料提出：６月３０日 (水)PM5:00



 ６月 ２４日 庁議提出案件           資料No.１    
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              消防本部消防長 氏名 櫻井 修一  内線（TEL）33-0200   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 

 

【 目 的 】 

  救急用自動車の運転中に発生した事故に関し、損害賠償の額を定め、和解することについ

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分したこ

とを報告するものです。 

 

【 概 要 】 

１ 救急用自動車の運転中に発生した事故による損害賠償表 

 
専決処分日 

損害賠償額 

（損害額） 

過失 

割合 
事故概要 

1 令和３年５月２４日 
４４０，０００円 
（４４０，０００円） 

１０

割 

令和３年２月２５日、群馬県伊勢

崎市境百々地内の病院の敷地内に

おいて、職員が救急自動車を方向

転換するために後進させた際、同

病院の正面入口付近の通路に設け

られた雨よけの屋根を支える柱に

リアバンパーを衝突させ、その所

有者である相手方に損害を与えた

ものです。 

 

２ 本件に関し、市と相手方との間には、上表に記載のほか、一切の債権債務関係がないこと 

を相互に確認しました。 

 

３ 損害賠償の支払い 一般財団法人全国自治協会自動車損害共済にて対応しました。 

 

４ その他 地方自治法第１８０条第２項の規定により、令和３年７月の委員会協議会あてに

報告します。 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先  消防本部 西部消防署 ５６－８１１９  ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



６月２４日 庁議提出案件 資料No. ２
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

市民生活部長 氏名 石坂 之敏 内線（TEL）２４００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市駐車場条例の一部改正について

【 目 的 】

太田市飯田町駐車場用地の一部を公共の福祉に供する事業に活用するため、他課に所管替

えすることにより、条例の所要の改正を行うものです。

【 概 要 】

１ 改正内容

第２条の表中、太田市飯田町駐車場の位置の「太田市飯田町８９４番地」を「太田市

飯田町８９４番地１」に改める。

２ 施行期日

令和３年７月１日

３ その他

令和３年６月定例会に議案上程予定

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 市民生活部 交通対策課 交通対策係 内線2431 47-1826 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



６月２４日 庁議提出案件 資料No.１
●内 容 【 2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

総務部長 氏名 髙島 賢二 内線（TEL）２３００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

投票所の統廃合及び投票所の変更について

【 目 的 】

第３４投票所である入町会館が狭隘で使用が困難となり、周辺に適切な代替施設もないこと

から、同投票区を隣接投票区である第１投票区に統合することとなりました。また、第３９投

票所である旧韮川西小学校が閉校となったことから同投票所を韮川行政センターへ変更する

とともに、第３９投票区のうちの東長岡町伊豆山行政区について、隣接投票区である第９投票

区へ編入することとなりました。

【 概 要 】

１ 投票所（投票区）の統廃合

２ 投票所の変更

①第３９投票所 【変更前】旧韮川西小学校 → 【変更後】韮川行政センター

②第５０投票所 【変更前】旧尾島保健センター → 【変更後】尾島庁舎

①は北の杜学園開校に伴い旧韮川西小学校が閉校となり、今後、同施設を投票所とし

て使用するのが困難となったため、②は旧尾島保健センターの老朽化に伴い同施設が廃

止となったため、代替施設へ変更するものです。

３ 変更時期 次回以降に執行される選挙から変更します。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 選挙管理委員会事務局 内線２３２６ ４７－３９８８ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

投票区名
投票区の区域

新 旧

第 １投票区 ３丁目、４丁目、５丁目、入町、双葉町 ３丁目、４丁目、５丁目

第 ９投票区
東金井町２区、東長岡町伊豆山、熊野町の

一部

東金井町２区、東長岡町伊豆山の一部、熊

野町の一部

第３４投票区 細谷町 入町、双葉町

第３９投票区 安良岡町、東長岡町馬場
安良岡町、東長岡町伊豆山の一部、東長岡

町馬場

第７０投票区 （削除） 花香塚、早川


